










議案第３号

損害賠償額の決定及び和解について

平成３０年３月１４日公務遂行中発生した物損事故について、次のとおり損害賠償

の額を決定し和解する。

１ 損害賠償の額

金４６，５９５円

２ 和 解 の 内 容

、 、 、 。相手方は 町に対して 本件に関し今後一切の請求 異議の申し立てをしない

３ 和解の相手方

上士幌町字上士幌東５線２９０番地

戸水 摩理子

４ 事 故 の 内 容

平成３０年３月１４日、上士幌町字上士幌東３線２４０番地介護老人保健施設

かみしほろ駐車場内において、駐車場から出るため車道へ向かって直進していた

保健福祉課職員が運転する普通自動車に、右側から左折してきた相手車両を発見

したが回避が間に合わず車と接触し、双方の車両が破損したもの。

説 明

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第９６条第１項の規定により、

議決を得ようとするものである。
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